
4
月
12
日（
日
）は
千
葉
県
議
会
議
員
選
挙

4
月
26
日（
日
）は
市
川
市
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
日

信
頼
の
　
願
い
を
込
め
る
　
こ
の
一
票

平
成
26
年
度
市
川
市
明
る
い
選
挙
啓
発
標
語
最
優
秀
作
品

投
票
で
き
る
方

県
議
選

　

平
成
7
年
4
月
13
日
以
前
生
ま
れ
の
日
本
国

民
で
、平
成
27
年
1
月
2
日
ま
で
に
市
へ
の
転
入

手
続
き
を
し
、引
き
続
き
3
カ
月
以
上
住
民
基

本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
。

市
議
選

　

平
成
7
年
4
月
27
日
以
前
生
ま
れ
の
日
本
国

民
で
、平
成
27
年
1
月
18
日
ま
で
に
市
へ
の
転
入

手
続
き
を
し
、引
き
続
き
3
カ
月
以
上
住
民
基

本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
。

●
住
所
を
移
し
た
場
合
　

①
市
外
へ
転
出
し
た
方

　

県
議
選
で
は
投
票
日
前
に
千
葉
県
外
へ
転

出
し
た
方
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

　

市
議
選
で
は
投
票
日
前
に
市
川
市
外
へ
転

出
し
た
方
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

②
市
内
で
転
居
し
た
方

　

県
議
選
で
は
平
成
27
年
3
月
20
日
ま
で

に
、市
議
選
で
は
4
月
12
日
ま
で
に
転
居
の
届

け
出
を
し
た
方
は
新
住
所
地
の
投
票
所
で
、そ

の
後
に
転
居
の
届
け
出
を
し
た
方
は
前
住
所

地
の
投
票
所
で
の
投
票
と
な
り
ま
す
。

●
県
内
転
居
者（
県
議
選
の
み
適
用
）

　

市
川
市
を
転
出
後
に
千
葉
県
内
の
転
出
先
市

区
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
な
か
っ
た

場
合
に
は
、１
回
の
住
所
移
転
に
限
り
、従
前
の

住
所
地（
市
川
市
）に
お
い
て
投
票
で
き
ま
す
。こ

の
場
合
に
は
転
出
先
市
区
町
村
の
住
民
担
当
課

ま
た
は
市
川
市（
市
民
課
）で
発
行
す
る「
引
き

続
き
県
内
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
旨
の
証
明

書
」が
必
要
と
な
り
ま
す
。

投
票
所
入
場
整
理
券
の
郵
送

　

県
議
選
分
は
3
月
30
日（
月
）ご
ろ
、市
議
選

分
は
4
月
16
日（
木
）ご
ろ
発
送
し
ま
す
。

　

3
連
の
圧
着
式
は
が
き
を
は
が
す
と
、家
族
4

人
分
ま
で
の
投
票
所
入
場
整
理
券
が
印
刷
さ
れ

て
い
ま
す
。投
票
の
際
に
は
、自
分
の
名
前
が
記

載
さ
れ
て
い
る
整
理
券
を
切
り
離
し
て
お
持
ち
く

だ
さ
い
。こ
の
整
理
券
は
、み
な
さ
ん
に
投
票
日
や

投
票
所
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
、投
票
所
で
の
事
務

を
円
滑
に
行
う
た
め
の
も
の
で
、投
票
用
紙
と
の

引
き
換
え
券
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。紛
失
し
た
場
合

や
、郵
便
事
情
な
ど
で
届
か
な
か
っ
た
場
合
で
も
、

投票日当日は、時間ごとの投票状況と
開票状況をお知らせします。選挙情報と結果は市公式Webサイトで http://www.city.ichikawa.lg.jp/

棄権せず、投票しよう
市川市明るい選挙シンボルキャラクター

せんぴょちゃん

投票所変更のお知らせ

（投票所入場整理券の案内図をご確認ください）
※国府台1～3丁目にお住まいの方は、今回から第一中学校に
投票所が変わります。

投票所新設のお知らせ
第78投票区

大町第二団地集会所
※大町94、95、103、124、556～602番地にお住まいの
方は、今回から市営住宅大町第二団地集会所に投票所が
変わります。

要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で
き
ま
す
。期

日
前
投
票
所
ま
た
は
当
日
、投
票
所
の
職
員
へ
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

選
挙
公
報
の
配
布

県
議
選
分
＝
4
月
8
日（
水
） 

市
議
選
分
＝
4
月
22
日（
水
） 

　

候
補
者
の
氏
名
・
略
歴
・
政
見
な
ど
を
掲
載
し

た
選
挙
公
報
は
、朝
日
・
毎
日
・
読
売
・
産
経
・
東

京
・
日
本
経
済
・
千
葉
日
報
の
日
刊
７
紙
に
折
り

込
み
、各
世
帯
へ
配
布
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
新
聞
を
購
読
し
て
い
な
い
世
帯
で
郵

送
を
希
望
す
る
場
合
は
、住
所
・
氏
名
を
選
挙
管

理
委
員
会
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。ま
た
、選
挙
公

報
は
、次
の
場
所
に
も
備
え
置
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

●
市
役
所 

●
行
徳
支
所 

●
大
柏
出
張
所

●
市
川
駅
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

●
南
行
徳
市
民
セ
ン
タ
ー 

●
各
公
民
館

●
市
内
各
駅
の
広
報
ス
タ
ン
ド

●
各
期
日
前
投
票
所 

な
ど

　

4
月
12
日（
日
）は
県
議
会
議
員
選
挙
、26
日（
日
）は

市
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
日
で
す
。い
ず
れ
も
、投
票

は
市
内
78
カ
所
の
投
票
所
で
午
前
7
時
か
ら
午
後
8

時
ま
で
行
わ
れ
、午
後
9
時
15
分
か
ら
国
府
台
市
民
体

育
館
で
即
日
開
票
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
代
表
者
を
選
ぶ
大
切
な
選
挙
で
す
。棄

権
す
る
こ
と
な
く
、必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

☎
3︎
3
2・8
7
3
9
選
挙
管
理
委
員
会

第58
投票区

国府台高校
➡

第一中学校

2015年（平成27年）3月28日（土）選挙特別号
広報いちかわは新聞折り込みでお届けする他、市内各駅の広報スタン
ドと公共施設で配布しています。入手困難な方で自宅への配布をご希
望の場合は、広報広聴課へお問い合わせください。
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期日前投票所一覧
期日前投票所 住　所 時　間

① 市役所 3階 第2庁舎東 八幡1-1-1
午前8時30分

～

午後8時
② 行徳支所 2階 多目的ホール 末広1-1-31

③ 大柏出張所 １階 第4研修室 南大野2-3-19

④ ダイエー市川店 ８階 ショッピングセンター奥  市川1-4-10

午前10時

～

午後8時

⑤ イオン市川妙典店 2階 3番街 妙典5-3-1

⑥ ニッケコルトンプラザ 4階 センターモール 鬼高1-1-1

⑦ いちかわ情報プラザ 2階 打ち合わせ室A 南八幡4-2-5

⑧ 南行徳市民センター 2階 多目的ホール前ロビー 南行徳1-21-1

⑨ 信篤公民館 1階 ロビー 高谷1-8-1

午前10時

～
午後6時

⑩ 東部公民館 1階 談話室 本北方3-19-16

⑪ 清華園管理棟 1階 集会室 中山4-14-1

⑫ 西部公民館 1階 ロビー 中国分2-13-8

⑬ 曽谷公民館 2階 ロビー 曽谷6-25-5

1  市役所 ●2  行徳支所

●3  大柏出張所 4  ダイエー市川店 5  イオン市川妙典店 6  ニッケコルトンプラザ

7  いちかわ情報プラザ 8  南行徳市民センター 9  信篤公民館 ●10 東部公民館

11 清華園管理棟 12  西部公民館

13  曽谷公民館

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧
●⑨
●⑩
●⑪
●⑫
●⑬

　仕事や旅行、買い物などで投票日に投票できない方は、期日前投票をご利
用ください。市内13カ所の期日前投票所に入場整理券を持参してください。
※投票所入場整理券の下段に印刷されている宣誓書を事前に記入してお

くと投票時間が短縮できます。

当日、都合の悪い方は期日前投票を
投票

できる
期間

県議選 4月4日㈯～11日㈯
市議選 4月20日㈪～25日㈯

　身体が不自由、病院などに入院中、遠隔地に滞在しているなどの理由で投票所
に行けない方は、郵送などによる不在者投票制度を利用できる場合があります。
申請方法など詳しくは、市選挙管理委員会へお問い合わせください。

1 身体が不自由な方の場合

●身体障害者手帳をお持ちの方で
①両下肢、体幹、移動機能の障害が

１・２級の方
②心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小

腸の障害が１・３級の方
③免疫、肝臓の障害が１～３級の方

●戦傷病者手帳をお持ちの方で
①両下肢、体幹の障害が特別項症～

第２項症の方
②心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小

腸、肝臓の障害が特別項症～第３
項症の方

●介護保険被保険者証を持っている
　要介護５の方

2 病院、施設などに入院または
　   入所中の場合
　県選挙管理委員会で指定されている
病院または施設でなければなりません。
　市選挙管理委員会または該当施設な
どの事務局にご確認ください。

3 遠隔地に滞在している場合
　滞在地の市区町村選挙管理委員会ま
たは市選挙管理委員会にお問い合わせ
ください。

不在者投票制度のご利用を

宣誓書は
期日前投票所に
置いてある他、

市公式Ｗｅｂサイトから
ダウンロードできます。


